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資

料
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著

『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
弁
護
』

邦
訳
）

直

江

眞

一

訳

〔
解
説
〕

以
下
に
訳
出
す
る
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
（
一
三

九
〇
年
頃

一
四
八
〇
年
頃
）
の
小
作
品
『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権

利
の
弁
護
』

D
efen

sio Ju
ris D

om
u
s L

an
castriae

）
は
、
先
に

刊
行
し
た
拙
訳
『
自
然
法
論
』

D
e N

atu
ra
 
L
egis N

atu
re

）
と

同
じ
時
期
に
、
同
一
の
意
図
の
下
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
執
筆
時
期
は
、

ば
ら
戦
争
」
第
一
次
内
乱
に
よ
る
王
家
の
交

替
後
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ヘ
ン
リ
六
世
（
一
四
六
一
年
廃
位
）

に
随
行
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
亡
命
し
て
い
た
一
四
六
一
年
か
ら

一
四
六
三
年
の
間
で
あ
り
、
ま
た
執
筆
目
的
は
ヨ
ー
ク
朝
に
対
抗
し

て
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
の
王
位
継
承
の
正
統
性
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
小
作
品
と
し
て
は
、
他
に
、
ラ
テ

ン
語
で
書
か
れ
た
『
辺
境
伯
エ
ド
ワ
ー
ド
の
権
原
に
つ
い
て
』

D
e

 
T
itu
lo E

d
w
ard

i C
om
itis M

arch
ie

）
と
、
英
語
で
書
か
れ
た
二

作
品
、『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ
い
て
』

O
f
 
th
e
 
T
itle

 
of
 
th
e

 
H
ou
se
 
of
 
Y
ork

）
と
『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
原
の
弁
護
』

A
 

D
efen

ce of th
e T

itle of th
e H

ou
se of L

an
caster

）
が
あ
る１

）。

こ
れ
ら
一
連
の
王
位
継
承
問
題
を
論
じ
た
作
品
は
、
著
者
の
子
孫

で
あ
る
ク
レ
ア
モ
ン
ト
卿
ト
マ
ス
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
（
以
下
、

編
者
」
と
略
記
）
に
よ
っ
て
一
八
六
九
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
私
的
に

出
版
さ
れ
た
『
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
作
集
』

以
下
、

著
作
集

版
」
と
略
記
）
を
通
し
て
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る２

）。
そ
の
中
で
編
者

は
、
本
作
品
を
、『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ
い
て
』
と
『
ラ
ン
カ
ス

タ
ー
家
の
権
原
の
弁
護
』
と
共
に
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
に
対
す

る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
主
張
に
つ
い
て
、
大
法
官
サ
ー
・
ジ
ョ

ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
行
方
不
明
の
諸
々
の

小
作
品
か
ら
の
抜
粋
と
断
片
」
と
呼
ん
で
い
る３

）。

こ
の
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
の
正
統

性
を
論
じ
た
著
作
の
伝
来
状
況
は
き
わ
め
て
悪
い
。
そ
の
理
由
と
し

て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ヨ
ー
ク
朝
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
治
世

に
入
っ
て
以
後
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
の
権
利
主
張
に
荷
担
す
る
著
作

を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
危
険
視
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
同
じ
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
小
作
品
で
あ
る
が
、
過
去
に
執
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筆
し
た
諸
著
作
を
自
ら
論
駁
す
る
目
的
で
ヨ
ー
ク
朝
下
の
一
四
七
一

年
一
〇
月
以
降
に
書
か
れ
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
対
す
る

〔
現
〕
国
王
〔
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
〕
の
権
原
に
対
抗
し
て
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
か
ら
発
せ
ら
れ
た
若
干
の
著
作
に
関
す
る
声
明
』

D
ecla-

racion
 
U
pon

 
C
ertayn

 
W
rytin

ges S
en
t O

u
te of S

cottelan
d

 
A
yen

st th
e K

in
ges T

itle to th
e R

oialm
e of E

n
glon

d

）
が
、

少
な
く
と
も
五
写
本
を
通
し
て
伝
来
し
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ

る４
）。写

本
に
関
し
て
言
え
ば
、『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ
い
て
』
と

『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
原
の
弁
護
』
に
つ
い
て
は
著
作
集
版
に
お

い
て
底
本
と
し
た
写
本
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て５

）、
本
作
品

に
関
し
て
は
そ
れ
が
な
い
。
し
か
し
、
編
者
は
以
下
の
よ
う
な
情
報

を
掲
げ
て
い
る
。
本
作
品
は
五
つ
の
節
か
ら
な
る
が
、

最
初
の
四

節
は
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
〕
ボ
ド
リ
ー
図
書
館
の
ジ
ェ
ー
ム

ズ
写
本
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
『
エ
ド
ワ
ー
ド
四

世
の
権
原
に
対
す
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕
か
ら
の
抜

粋
』

Q
u
aed

am
 
excerpta

 
ex
 
F
ortescu

e
 
con

tra
 
T
itlu

m
 

E
d
w
ard

i Q
u
arti

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
写
本
を
含
む
集
成
は
、
司
教
タ
ナ
ー
の
カ
タ
ロ
グ
で
は
『
神
学
博

士
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
蔵
書
か
ら
購
入
さ
れ
た
四
三
の
著

作
集
』

C
o
d
ices

 
S
crip

ti
 
x
liii

 
em
p
ti
 
e
 
lib
ris
 
R
ica
rd
i

 

Ja
m
esii T

h
eo
lo
g
ia
e D

o
cto

ris

）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
神
学

博
士
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
一
六
一
五
年
に
〔
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
〕
エ
ク
セ
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
ー
で
あ
り
、

博
識
な
古
文
書
研
究
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
、
著
名
な
文
書
収
集

家
で
あ
っ
た
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
コ
ッ
ト
ン
の
友
人
で
も
あ
り
、
数

年
間
一
人
で
コ
ッ
ト
ン
の
蔵
書
を
管
理
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
疑
い
な
く
コ
ッ
ト
ン
が
所
蔵
し
て
い

た
『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
弁
護
』
の
写
本
か
ら
抜
粋
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。〔
他
方
〕
第
五
節
は
、
べ
ド
フ
ォ
ー
ド
著
『
主
張
さ

れ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
へ
の
継
承
権
』

H
ered

itary
 

R
igh
t to th

e C
row

n of E
n
glan

d
 
A
sserted

）
の
付
録
か
ら
再

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ド
フ
ォ
ー
ド
は
ま
た
、
同
書
の
中
で
『
ラ

ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
弁
護
』
か
ら
引
用
し
た
と
い
う
小
さ
な
抜

粋
を
伝
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
抜
粋
は

〔
タ
イ
ト
ル
は
異
な
っ
て
い
る
が
〕
同
一
著
作
の
一
部
で
あ
っ
た
と

か
な
り
確
実
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」、
と６

）。

こ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
写
本
に
つ
い
て
、
一
九
三
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

ボ
ド
リ
ー
図
書
館
の
写
本
カ
タ
ロ
グ
に
は
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。

こ
の
写
本
は
、
一
六
二
五
年
か
ら
三
八
年
頃
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
全
部
で
一
二
項
目
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
第
二
項
目
の
最
初
の
部
分
（
一
〇

一
六
頁
）
が
、
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サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
論
文
『
エ

ド
ワ
ー
ド
四
世
の
権
原
に
対
す
る
〔
作
品
〕』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

こ
れ
が
ク
レ
ア
モ
ン
ト
卿
に
よ
っ
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
作
集

の
中
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
項
目
に
は
、
他
に
枢
機
卿
ウ

ル
ジ
（W

o
lsey

）
宛
書
翰
の
一
節
と
カ
ッ
プ
グ
レ
イ
ブ
（C

a
p
-

g
ra
v
e

）
の
『
諸
聖
人
の
生
涯
』

vitae
 
san

ctoru
m

）
か
ら
の
抜

粋
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
写
本
に
は
一
七
〇
一
年
一
二
月
一
六
日

付
け
の
目
次
が
付
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
分
類
記
号
はJa
m
es 28

で
あ
る
、
と７

）。
な
お
、
こ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
写
本
は
そ
の
大
半
が
コ
ッ

ト
ン
写
本
か
ら
の
転
写
で
あ
り
、
上
記
の
ウ
ル
ジ
宛
書
翰
と
『
諸
聖

人
の
生
涯
』
に
つ
い
て
も
、
コ
ッ
ト
ン
写
本
の
該
当
箇
所
が
カ
タ
ロ

グ
上
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れV
itelliu

s
 
B
,
V
I-X

と

O
th
o B

,
IX

）
が
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
そ
れ

が
欠
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
品
の
伝
来
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が

多
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
版
が
お
そ

ら
く
元
を
た
ど
れ
ば
今
日
で
は
不
明
の
コ
ッ
ト
ン
写
本
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
完
全
な
形
で
は
伝
来
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と８

）、『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
弁
護
』
と
い
う
作

品
名
が
元
々
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ

し
い
と
い
う
点
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、

以
下
に
お
い
て
は
、
著
作
集
版
を
底
本
と
し
て
、
第
四
節
ま
で
は

ジ
ェ
ー
ム
ズ
写
本
（
以
下
、
単
に
「
写
本
」
と
略
記
）
と
の
校
合
も

お
こ
な
い
つ
つ
、
邦
訳
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
編
者
は
、
前
述
の
一
連
の
作
品
に
お
い
て
、
同
じ
主
張
が

時
と
し
て
同
一
の
文
言
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
向
け
に
英
語
で
、
ま
た
外
人
向
け
に
ラ
テ
ン
語
で
書
い
た

の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
し
て
い
る９

）。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
し

か
し
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
以
外
の
人
物
に
よ
る
翻
訳
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

最
後
に
、
本
作
品
の
内
容
面
で
の
特
徴
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お

く
。『
自
然
法
論
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
二
部
「
至
高
の
諸
王
国

に
お
け
る
継
承
権
に
つ
い
て
」
が
｜
｜
実
践
的
な
執
筆
意
図
の
下

に
で
は
あ
る
が
｜
｜
あ
く
ま
で
抽
象
的
・
理
論
的
に
王
位
継
承
権
に

つ
い
て
議
論
を
展
開
し
、
自
然
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

女
子
お
よ
び
そ
の
卑
属
に
は
継
承
権
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が

出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
聖
書
に
加
え
て
、
多
く

の
古
典
的
著
作
、
学
識
法
な
ど
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
本
作
品
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
過
去

の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
な
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
同
じ

結
論
を
得
る
た
め
に
歴
史
的
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

議
論
の
過
程
で
は
、
国
王
に
固
有
の
能
力
と
さ
れ
る
瘰
癧
治
癒
に
関
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す
る
所
謂
「
王
の
奇
跡
」

les ro
is th

a
u
m
a
tu
rg
es

）
な
ど
に
も

言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
興
味
を
惹
く
。『
自
然
法
論
』
を
補
う
意

味
で
本
作
品
を
邦
訳
す
る
こ
と
に
し
た
所
以
で
あ
る
。

１
）

直
江
眞
一
訳
、
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
自
然
法

論
』

創
文
社
、
二
〇
一
二
年
）
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」

三
六
九
頁

以
下
）
を
参
照
。

２
）

T
h
e
 
W
orks

 
of
 
S
ir
 
Joh

n
 
F
ortescu

e,
K
igh
t,
C
h
ief

 
Ju
stice of E

n
glan

d
 
an
d
 
L
ord

 
C
h
an
cellor to K

in
g H

en
ry

 
th
e S

ixth
,
n
ow
 
first collected

 
an
d
 
arran

ged
 
by
 
T
h
om
as

(F
ortescu

e)
L
ord

 
C
lerm

on
t,
L
o
n
d
o
n
,
P
rin
ted fo

r P
riv
a
te

 
D
istrib

u
tio
n
,
1
8
6
9
;
re
p
rin
te
d
 
e
d
.,

T
h
e
 
L
a
w
b
o
o
k

 
E
x
ch
a
n
g
e,
2009.

３
）

Ibid
.,
p
.491.

他
方
、『
辺
境
伯
エ
ド
ワ
ー
ド
の
権
原
に
つ
い

て
』
は
、
一
旦
出
来
上
が
っ
た
著
作
集
版
に
追
加
さ
れ
る
形
で
、
ラ

テ
ン
語
原
文
と
Ｗ
・
ス
タ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
英
訳
が
別
の
個
所
（
著
作

集
版
冒
頭
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
著
作
集
版
の
元
々
の
目
次
で
は

『
自
然
法
論
』
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
（ibid

.,
p
.v

）、
目
次
自

体
に
追
加
が
施
さ
れ
（p

.x
x
i

とp
.x
x
iii

の
間
）、
本
文
の
頁
も

元
々
『
自
然
法
論
』
に
付
け
ら
れ
て
い
た
頁
数
の
う
ち
最
初
の
三
〇

頁
（p

p
.61

90

）
が
、
重
複
し
て
『
辺
境
伯
エ
ド
ワ
ー
ド
の
権
原
に

つ
い
て
』
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

４
）

Ibid
.,
p
.521.

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
対
す
る
〔
現
〕
国
王

〔
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
〕
の
権
原
に
対
抗
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら

発
せ
ら
れ
た
若
干
の
著
作
に
関
す
る
声
明
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
弁
解
」、『
季
刊

創
文
』
七
、
二
〇

一
二
年
、
一

三
頁
、
参
照
。

５
）

前
者
に
つ
い
て
は
、C

o
tto
n M

S
,
Ju
liu
s F
,
V
I

の
中
に
言
及

が
あ
る
と
の
註
記
が
あ
る
（ibid

.,
p
.497,n

.1

）。
し
か
し
、
コ
ッ
ト

ン
写
本
の
カ
タ
ロ
グ
を
見
る
限
り
、Ju

liu
s F

,
V
I

は
「
エ
リ
ザ
ベ

ス
期
お
よ
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
期
に
書
か
れ
た
書
翰
お
よ
び
そ
の
他

の
文
書
の
集
成
」

A
 
C
atalogu

e of
 
th
e
 
M
an
u
scripts

 
in
 
th
e

 
C
otton

ian L
ibrary,

d
eposited in th

e B
ritish M

u
seu
m
,
1802,

p
.18

）
で
あ
っ
て
（
全
四
四
七
葉
）、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
全

一
八
八
項
目
中
に
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
関
連
の
作
品
は
存
在
し
な

い
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、S

ir T
h
o
m
a
s P

h
il-

lip
p
s’s M

S
S
,
n
o
.
13783

と
の
註
記
が
あ
る
（T

h
e
 
W
orks

,
p
.

517,
n
.1

）。

６
）

T
h
e
 
W
orks

,
p
.493.

７
）

A
 
S
u
m
m
ary C

atalogu
e of W

estern M
an
u
scripts in th

e
 

B
od
leian L

ibrary at O
xford

,
b
y F

.
M
a
d
a
n
,
H
.H
.E
.
C
ra
ster

 
a
n
d N

.
D
en
h
o
lm
-Y
o
u
n
g
,
v
o
l. Ⅱ

,
P
a
rt
Ⅱ
,
1937,

p
p
.765

766.

ジ
ェ
ー
ム
ズ
写
本
に
は
、
本
文
に
先
だ
っ
て
別
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た

目
次
（
そ
の
最
後
に
「
一
七
〇
一
年
一
二
月
一
六
日
」
の
日
付
が
あ

る
）
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
本
作
品
は
「
エ
ド
ワ
ー
ド
四

世
の
権
原
に
対
す
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕
か
ら
の
抜

粋
」

E
x F

o
rtescu

e co
n
tra titu

lu
m
 
E
d
w
.
4ti p

.10

）
と
表
記

資 料
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さ
れ
て
い
る
。

８
）

こ
の
こ
と
は
、
本
文
の
書
き
出
し
が
「
そ
れ
に
関
し
て
、
前
述

の
騎
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
」
と
唐
突
な
形
で
始
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

９
）

T
h
e
 
W
orks

,
p
.494.

〔
翻
訳
〕Ⅰ

そ
れ１

）に
関
し
て
、
前
述
の
騎
士２

）は
次
の
よ
う
に
述
べ
る３

）。
す
な
わ

ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
に
妨
げ
ら
れ
て
、
い
か
な
る
女
子

も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
冠
と
王
国
に
属
す
る
権
利
を
承
継
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
の
権
利
は
常
に
男
子
相
続
人
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
。
実
際
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
ノ
ル
マ
ン
人
た
ち
に

よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
征
服
〔
一
〇
六
六

年
〕
の
後
に
も
、
ま
た
征
服
の
前
に
も
生
じ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る

諸
々
の
証
拠
や
事
例
を
通
し
て
、
ま
た
以
下
に
続
く
二
つ
の
論
考
に

お
い
て４

）、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う５

）。

ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
の
息
子
で
あ
る
ヘ
ン
リ
一
世
に
は
息
子
が
な

く６
）、

た
だ
マ
チ
ル
ダ
と
い
う
名
前
の
娘
が
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼

女
は
ド
イ
ツ
皇
帝
〔
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
〕
と
婚
姻
し
、
彼
の
死
後

ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
〔
ジ
ェ
フ
リ
ー
〕
と
婚
姻
〔
再
婚
〕
し
た７

）。
彼
女
は

ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
か
ら
「
帝
妃
の
息
子
」

filiu
s Im

p
era

tricis

）
と

呼
ば
れ
た
子
ヘ
ン
リ
〔
二
世
〕
を
も
う
け
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ン
リ
一

世
が
死
去
し
た
後
、
マ
チ
ル
ダ
の
夫
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
も
ま
た
死
去
し

た８
）。

両
者
の
死
後
、
こ
の
帝
妃
〔
マ
チ
ル
ダ
〕
は
、
そ
の
父
親
か
ら

の
相
続
の
権
原
に
よ
っ
て
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
領
の
占
有
を
、
ま
た
そ

の
息
子
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
〔
た
る
ヘ
ン
リ
〕
は
、
そ
の
父
親
〔
ジ
ェ
フ

リ
ー
〕
の
権
利
に
お
い
て
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
領
の
占
有
を
、
平
和
裡
に

か
つ
静
穏
に
取
得
し
、
彼
ら
は
そ
れ
を
享
有
し
た９

）の
で
あ
る
が
、
し

か
し
マ
チ
ル
ダ
は
決
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
あ
る
い
は
王
冠
に

対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
決
し
て
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
女
王
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

他
方
、
マ
チ
ル
ダ
は
、
前
述
の
彼
女
の
息
子
〔
ヘ
ン
リ
〕
が

｜
｜
女
系
を
通
し
て
継
承
す
る
の
で
は
あ
る
が
｜
｜
そ
の
祖
父
で

あ
る
国
王
ヘ
ン
リ
一
世
の
最
近
親
血
族
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王

国
と
王
冠
の
占
有
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
可
能
な
限
り
強

く
主
張
し
た
。〔
し
か
し
〕
彼
女
の
要
求
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
侯
た
ち
（D

o
m
in
i

）、

貴
顕
た
ち
（p

ro
ceres

）、
そ
し
て
共
同
体
（

10
）

co
m
m
u
n
ita
s

）
は
、
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
に
妨
げ
ら
れ
て
、
彼
ら
の
誓
約
に
よ
っ

て
彼
女
に
同
意
す
る
こ
と
を
決
し
て
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
彼
ら
は
、
か
の
「
帝
妃
の
息
子
」
ヘ
ン
リ
を
除
く
と
、

男
系
で
い
か
な
る
者
も
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
あ
る
種

の
人
情
（h

u
m
a
n
ita
s

）
に
導
か
れ
て
血
筋
に
対
す
る
愛
着
か
ら

（sa
n
g
u
in
is a

m
o
re

）、
む
し
ろ
前
述
の
国
王
ヘ
ン
リ
一
世
の
妹

〔
ア
デ
ラ
〕
の
息
子
た
る
ブ
ロ
ア
伯
お
よ
び
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
伯
で

あ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
選
挙
し
た11

）。
仮
に

〔
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
よ
り
も
〕
血
筋
に
お
い
て
〔
被
相
続
人
に
〕
近
い

前
述
の
ヘ
ン
リ
が
母
親
の
権
原
に
よ
っ
て
〔
国
王
に
〕
選
ば
れ
て
い

た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
前
述
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
に
反

し
て
王
国
の
舵
（g

u
b
ern

a
cu
la

）
を
と
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
こ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
、
こ
の
よ
う
に
王
国
の
共
通
の
同

意
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
て
、
塗
油
さ
れ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
と
し

て
戴
冠
し
た
。
そ
し
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
八
年
以
上

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
と
し
て
統
治
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
永
遠
に

記
憶
さ
れ
る
べ
く
、
彼
は
フ
ァ
ヴ
ァ
シ
ャ
ム
修
道
院
を
建
立
し
、
そ

こ
に
葬
ら
れ
て
眠
り
に
つ
い
た12

）。
彼
は
ま
た
、
コ
グ
サ
ル
修
道
院13

）他

著
名
な
修
道
院
も
建
立
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
時
代
に
、
二
人
し
か
い
な
か
っ

た
そ
の
息
子
達
が
先
に
死
亡
し14

）、
そ
の
娘
マ
チ
ル
ダ
は
生
き
て
い
た

が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
自
身
の
要
求
と
願
い
に
よ
り
、
そ
の
時
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
は
存
命
し
て
い
る
息
子
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
が
故

に
（eo q

u
o
d tu

n
c n
u
llu
m
 
filiu

m
 
h
a
b
u
it

15
）

su
p
erstitem

）、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
貴
顕
達
と
王
国
共
同
体16

）の
共
通
の
同
意
に
よ
り
、
公

の
議
会
（p

u
b
licu

m
 
p
a
rlia

m
en
tu
m

）
に
お
い
て17

）、
次
の
こ
と
が

定
め
ら
れ
、
結
論
付
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
の
最
近
親
の
男
子
で
も
あ
る
「
帝
妃
の
息
子
」
ヘ
ン
リ
が
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
自
身
が
死
ん
だ
場
合
に
は
王
と
な
り
、
ま
た
そ
の
ヘ
ン

リ
の
男
子
相
続
人
達
が
彼
の
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
と
王
冠
の
権

利
を
継
承
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
実
際
、
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
が
死
去
す
る
と
、
一
般
に
「
帝
妃
の
息
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、

こ
の
ヘ
ン
リ
が
、
そ
の
母
マ
チ
ル
ダ
は
ま
だ
生
き
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
他
な
ら
ぬ
全
王
国
の
同
意
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

〔
ヘ
ン
リ
二
世
〕
と
し
て
塗
油
さ
れ
、
戴
冠
し
た
。
彼
は
、
こ
の
よ

う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
母
の
権
原
に
よ
る
こ
と
な
く
、
王
国
の
舵
を

握
っ
た
。
そ
れ
は
、
年
代
記
か
ら
も
、
前
述
の
議
会
に
お
け
る
制
定

法
（g

esta

）
か
ら
も18

）、
こ
の
上
な
く
証
拠
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
マ
チ
ル
ダ
が
王
国
の
相
続
人
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
息
子
〔
ヘ
ン
リ
〕
が
彼
女
の
権
利
に
よ
っ
て
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王
国
を
継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ

う
な
定
め
（o

rd
o

）
は
こ
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

他
方
、〔
ノ
ル
マ
ン
〕
征
服
以
前
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
証
聖
者
た

る
聖
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
そ
の
人
生
の
す
べ
て
の
時
期
を
通
し
て
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
平
和
な
王
で
あ
っ
た
が
、
死
に
際
し
て
次
の
こ
と
を
望

み
、
か
つ
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
父
〔
エ
セ
ル

レ
ッ
ド
二
世
〕
の
妹
で
あ
る
叔
母
グ
ニ
ル
ダ
を
通
し
て
自
ら
の
従
兄

弟
に
あ
た
る
（co

n
sa
n
g
u
in
eu
s su

u
s g

erm
a
n
u
s ex

 
G
u
n
ild
a

 
a
m
ita su

a so
ro
re p

a
tris su

i

）
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
冠
の
権
利
に
お
い
て
彼
自
身
を
承
継
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る19

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
死
後
｜
｜
征
服
に
よ
る
の
で
は
あ
る
が

（co
n
q
u
estu

 
ta
m
en

）
｜
｜
彼
の
跡
を
継
ぎ20

）、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

と
し
て
戴
冠
し
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
統
治
を
行
な
っ
た
。

こ
の
聖
エ
ド
ワ
ー
ド
に
は
、
一
般
に
「
剛
勇
」

fe
rre

u
m

 
la
tu
s

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
彼
の
兄
エ
ド
マ
ン
ド
〔
二
世
〕
の
息
子

エ
ド
ワ
ー
ド
の
娘
｜
｜
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
い
う
名
で
あ
っ
た
｜
｜

が
血
縁
者
（co

n
sa
n
g
u
in
ea

）
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
〔
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
に
よ
る
承
継
に
と
っ
て
〕

妨
げ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
王
マ
ル
コ
ル
ム
〔
三
世
〕
と
婚
姻
し
て
お
り
、
そ
の
時
以
来
今
日

に
至
る
ま
で
ず
っ
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
は
す
べ
て
彼
女
の
系
列

か
ら
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
聖
エ
ド
ワ
ー
ド
の
兄
〔
エ
ド

マ
ン
ド
二
世
〕
の
直
系
卑
属
で
あ
っ
た21

）に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
も
、
ま
た
彼
女
の
系
列
の
男
子
た
る
継
承
者
の
誰
も
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
と
王
冠
の
権
利
に
お
い
て
〔
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖

王
を
〕
承
継
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法

と
慣
習
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
、
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

し
、
ま
た
承
継
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
聖
エ
ド
ワ
ー
ド
と
そ
の
継
承
者
達
は
、
そ
の
命

令
、
方
法
お
よ
び
意
思
に
よ
っ
て
前
述
の
聖
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト22

）と
そ
の

継
承
者
達
に
対
し
て
権
利
侵
害
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〔
し
か

し
〕
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
か
く
も
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
厚
か
っ
た

聖
な
る
人
物
〔
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
〕
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
べ
き
で
も
な
い23

）。

１
）

本
作
品
が
抜
粋
な
い
し
断
片
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
」
が
何
を

指
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
王
位
継
承
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

２
）

著
者
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
を
指
し
て
い
る
。
彼
は
一
四
四

三
年
頃
、
騎
士
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
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３
）

こ
の
冒
頭
の
文
章
に
は
、
欄
外
に
「
女
子
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

国
を
継
承
し
な
い
」

F
o
em
in
a n

o
n su

cced
it in reg

n
u
m
 
A
n
g
-

lia
e

）
と
の
註
記
が
あ
る
。
ま
た
、
写
本
で
は
、
こ
れ
に
続
い
て
別

イ
ン
ク
で
「
後
出
四
五
頁
、
一
四
〇
六
年
の
制
定
法
を
見
よ
、
云
々

（v
id
e A

cta a
n
n
o 1406 in

fra p
.45

...

）
と
の
註
記
も
あ
る
。
同

制
定
法
（S

ta
tu
te o

f 7 H
en
ry
 
IV
,
c.2

）
に
つ
い
て
は
、
拙
訳

『
自
然
法
論
』、
三
七
六
頁
、
註

６
）を
参
照
。

４
）

著
作
集
版
で
はin a

rticu
lis d

u
o
b
u
s p

ro
x
im
u
s

と
な
っ
て

い
る
が
、
写
本
で
はin

 
a
rticu

lis d
u
o
b
u
s p

ro
x
im
is

で
あ
り
、

転
写
ミ
ス
で
あ
る
。
な
お
、

二
つ
の
論
考
」
と
は
、
本
作
品
と
、

著
作
集
版
で
本
作
品
の
後
に
抜
粋
が
収
録
さ
れ
て
い
る
英
語
で
書
か

れ
た
『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
原
の
弁
護
』

op.cit.,
p
p
.517

518

）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
本
作
品
は
別
に
し
て
、

『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
原
の
弁
護
』
と
『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ

い
て
』

op.cit.,
p
p
.497

502

）
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

５
）

写
本
で
は
、
こ
の
後
に
「
今
や
こ
の
点
に
関
し
て
」

ia
m
 
a
d

 
p
ro
p
o
situ

m

）
と
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
、
訳
者
の
判
断

に
よ
り
適
宜
段
落
に
区
切
っ
て
お
い
た
。

６
）

ヘ
ン
リ
一
世
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
い
う
息
子
が
い
た
が
、
一
一

二
〇
年
に
早
世
し
て
い
る
。
な
お
、
著
作
集
版
のn

u
lla
m
 
filiu

m

は
、n
u
llu
m
 
filiu

m

の
転
写
ミ
ス
で
あ
る
。

７
）

マ
チ
ル
ダ
（
一
一
〇
二

六
七
年
）
は
一
一
一
四
年
に
マ
イ
ン

ツ
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
と
婚
姻
し
、
帝
妃
と
な
っ
た
が
、
一
一
二

五
年
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
が
死
去
す
る
と
、
翌
一
一
二
六
年
に
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
戻
り
、
一
一
二
八
年
に
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ェ
フ
リ
ー

と
再
婚
し
て
い
る
。

８
）

ヘ
ン
リ
一
世
は
一
一
三
五
年
没
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
は
一
一
五
〇
年

没
。

９
）

著
作
集
版
のfu

eru
n
t p
o
titi

は
、
写
本
で
はfu

erin
t p
o
titi

で
あ
る
。

10
）

ヘ
ン
リ
一
世
死
亡
時
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
「
共
同
体
」
と
い

う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
観
念
は
一
二
一
五
年
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
第
六
一
条
に

お
い
て
、
二
五
人
の
諸
侯
か
ら
な
る
委
員
会
と
並
ん
で
「
全
国
の
一

般
の
人
々
」

co
m
m
u
n
a
 
to
ciu
s terre

）
と
い
う
形
で
萌
芽
的
に

登
場
し
、
一
三
世
紀
中
に
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
、
朝
治
啓
三
『
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
』

京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
の
「
第
三
部

一
三
世
紀
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
国
共
同
体
」

三
二
一
頁
以
下
）
を
参
照
。

11
）

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
王
が
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
貴
族
諸
侯
に
よ
る

推
挙
が
有
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
伊
久
男
『
中
世
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
諸
社
会
の
構
造
と
展
開
』

創
文
社
、
二
〇
一
二
年
）、

二
二
八
頁
、
参
照
。

12
）

フ
ァ
ヴ
ァ
シ
ャ
ム
修
道
院
は
、
一
一
四
八
年
に
ケ
ン
ト
に
建
立

さ
れ
た
ク
リ
ュ
ニ
ー
派
修
道
院
（S

ir
 
W
illia

m
 
D
u
g
d
a
le
,

M
on
asticon

 
A
n
glican

u
m
 
or,

th
e H

istory of th
e A

n
cien

t
 

A
bbies,

M
on
asteries,

H
ospitals,

C
ath
ed
rals an

d
 
C
ollegiate

 
C
h
u
rch

es,
w
ith
 
th
eir

 
D
epen

d
en
cies,

in
 
E
n
glan

d
 
an
d
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W
ales

,
b
y J.S

tev
en
s,
v
o
l. Ⅰ

,
1718,

p
.85

）。

13
）

コ
グ
サ
ル
（C

o
g
sa
le

）
な
い
し
コ
ギ
サ
ル
（C

o
g
g
esh

a
ll

）

修
道
院
は
、
一
一
四
二
年
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
そ
の
妻
ブ
ー
ロ
ー

ニ
ュ
の
マ
チ
ル
ダ
に
よ
っ
て
エ
セ
ッ
ク
ス
に
建
立
さ
れ
た
シ
ト
ー
派

修
道
院
（ibid

.,
p
.97

）。

14
）

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
は
、
妻
マ
チ
ル
ダ
と
の
間
に
一
一
二
七
年
生

ま
れ
の
息
子
ユ
ー
ス
タ
ス
（E

u
sta
ce

）
が
い
た
が
、
彼
は
一
一
五

二
年
に
死
去
し
て
い
る
。
別
に
一
一
三
七
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム

（W
illia

m

）
が
生
ま
れ
て
お
り
、
一
一
五
九
年
ま
で
存
命
で
あ
っ

た
が
、
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
。

15
）

著
作
集
版
で
は
「
そ
の
時
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
は
存
命
し
て
い
る

息
子
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
が
故
に
」
の
一
行
は
飛
ば
さ
れ
て
い
る
。

16
）

前
註

10
）、
参
照
。

17
）

こ
こ
で
の
「
議
会
」
へ
の
言
及
も
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
こ

と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
以
下
の
内
容
は
、
一
一
五
三
年
に
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
発
布
し
た
証
書
に
書
か
れ
て
い
る
。

ウ
エ
ス
ト
ミ

ン
ス
タ
ー
協
約
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
証
書
に
つ
い
て
は
、

S
tu
b
b
s,
W
.,
S
elect C

h
arters

,
9

ed
.,
b
y H

.W
.C
.D
a
v
is,1913,

p
p
.141

142

参
照
。

18
）

欄
外
に
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
王
時
代
の
議
会
制
定
法
（A

cta
 

P
a
rlia

m
en
ti

）
と
の
註
記
あ
り
。
前
註
も
参
照
。

19
）

エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
の
血
縁
関
係
に
つ

い
て
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
記
述
は
正
確
で
は
な
い
。
エ
ド
ワ
ー

ド
証
聖
王
の
母
親
エ
マ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
の
祖
父
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
公
リ
シ
ャ
ー
ル
が
共
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
リ
シ
ャ
ー
ル
の
子
で

あ
っ
た
（D

o
u
g
la
s,
D
a
v
id C

.,
W
illiam

 
th
e C

on
qu
eror:

T
h
e

 
N
orm

an
 
Im
pact u

pon
 
E
n
glan

d
,
1966,

T
a
b
le 1&

3,
p
p
.418

&
420

）。

20
）

写
本
で
はsu

ccissit

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
著
作
集
版
に
し

た
が
っ
てsu

ccessit

と
読
ん
で
お
く
。

21
）

写
本
も
著
作
集
版
もlicet a

 
fra
tre sen

io
ri d

icti S
a
n
cti

 
E
d
w
a
rd
i ex

itu
s

で
あ
る
が
、
主
語
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
で
あ
る
の

で
、ex

itu
s

の
部
分
はex

ita

の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

22
）

著
作
集
版
のM

a
rg
a
rita

e

は
誤
記
で
あ
ろ
う
。
写
本
で
は

M
a
rg
a
reta

e

で
あ
る
。

23
）

写
本
で
は
、
こ
の
後
に
「
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
権
原
に
対
す
る

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕」

F
o
rtescu

e
 
co
n
tra

 
titu

lu
m

 
E
d
w
.
4

）
と
書
か
れ
て
い
る
。

Ⅱ
い
か
な
る
者
も
、
自
己
に
属
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
以
上
の

権
利
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い１

）。
し
た
が
っ
て
、
女
子

が
所
謂
限
嗣
封
土
権
設
定
さ
れ
た
土
地
（terra ta

llia
ta

）
を
継
承

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
い
わ
ん
や
彼
女
は
、
そ
の
直
系
卑
属
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で
あ
る
息
子
達
に
相
続
の
権
利
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い２

）。
そ

の
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
い
て
疑
い
の
余
地
の
な
い
法

に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
裁
判
官
、
学

識
あ
る
人
々
、
さ
ら
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
法
に
通
暁
し
て
い

る
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に３

）。

１
）

D
ig
esta

,
50,

17,
54.

こ
の
法
諺
は
『
自
然
法
論
』
第
二
部

に
お
い
て
も
度
々
引
用
さ
れ
て
い
る
。
第
一
〇
章
（
拙
訳
、
一
九
七

頁
）、
第
一
六
章
（
同
、
二
一
四
頁
）、
第
三
一
章
（
同
、
二
六
二

頁
）、
参
照
。

２
）

欄
外
に
「
特
定
限
嗣
封
土
権
設
定
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

国
」

R
eg
n
u
m
 
A
n
g
lia
e sp

ecia
liter ta

llia
tu
m

）
と
の
註
記
が

あ
る
。
限
嗣
封
土
権
（fee ta

il

）
は
相
続
人
を
被
相
続
人
の
直
系
卑

属
に
限
定
す
る
不
動
産
権
で
あ
り
、
男
子
限
嗣
権
（ta

il m
a
le

）
と

女
子
限
嗣
権
（ta

il fem
a
le

）
の
二
種
類
が
あ
り
う
る
が
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
上
の
長
男
子
単
独
相
続
（p

rim
o
g
en
itu
re

）
と
の
関
係
に

お
い
て
、
相
続
人
が
男
子
直
系
卑
属
に
限
定
さ
れ
る
特
定
限
嗣
権

（sp
ecia

l ta
il

）
に
な
る
と
い
う
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。
拙
訳
『
自
然

法
論
』、
一
九
六
頁
も
参
照
。

３
）

写
本
で
は
、
こ
の
後
に
「
同
所
」

ib

）
と
書
か
れ
て
い
る
。

前
節
の
末
尾
同
様
、

エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
権
原
に
対
す
る
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕」
の
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ
同
様
に
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
と
く
に
そ
の
国
王
が
古
よ
り
塗
油
さ
れ
る１

）の
が
常
で
あ
り
、

地
上
に
お
い
て
世
俗
的
事
柄
に
関
し
て
い
か
な
る
上
位
者
も
認
め
な

い
よ
う
な
王
国
｜
｜
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
そ
の
よ
う
な
類
に
属

す
る
｜
｜
が
、
選
挙
あ
る
い
は
他
の
補
完
的
権
威
な
し
に
、
相
続

権
に
よ
っ
て
女
子
の
手
中
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
女
子
の
権
原
に
よ
っ
て
彼
女
の
直
系
卑
属
で
あ
る
男
子
に

帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以

下
の
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
初
に
、
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
よ

う
。
も
し
女
子
が
フ
ラ
ン
ス
王
国
を
相
続
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
王
国
は
、
こ
の
時
代
以
前
に
、
女
子
の
権
利
に
基
づ
い
て
、
ナ

ヴ
ァ
ル
王
国
に
帰
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う２

）。
ま
た
他
の
機
会
に

は
、
同
様
の
権
原
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
、
ま
た
別
の
時
に
は

同
様
の
権
利
と
権
原
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
帰
属
し
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
年
代
記
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と３

）明

ら
か
に
な
り
う
る
よ
う
に４

）。

と
り
わ
け
、
こ
の
上
な
く
名
声
あ
る
君
主
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
王
ヘ
ン
リ
五
世
は
、
そ
の
よ
う
な
権
原
に
よ
っ
て
長
い
間
フ
ラ
ン
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ス
王
国
に
対
し
て
権
利
主
張
を
お
こ
な
っ
た５

）。
し
か
し
、
そ
の
後
彼

は
、
こ
の
上
な
く
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
学
識
あ
る
人
々

の
助
言
に
耳
を
傾
け
て
、
ま
た
長
い
議
論
を
経
て
、
そ
の
権
原
を
慎

重
に
放
棄
し
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
国
王
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
〔
六
世
〕

の
娘
カ
ト
リ
ー
ヌ
を
妻
と
し
た
。
こ
の
婚
姻
の
お
か
げ
で
、
当
時
彼

ら
王
達
の
間
で
、
ま
た
彼
ら
の
王
国
の
間
で
未
解
決
と
な
っ
て
い
た

争
い
や
問
題
の
諸
点
が６

）永
遠
の
決
着
を
見
た
。
す
な
わ
ち
、
国
王

シ
ャ
ル
ル
と
彼
の
王
国
の
三
身
分
の
共
通
の
同
意
に
基
づ
い
て
、
次

の
こ
と
が
確
固
と
し
て
定
め
ら
れ
、
結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
時
以
後
、
前
述
の
国
王
ヘ
ン
リ
が
、
国
王
シ
ャ
ル
ル

自
身
が
生
き
て
い
る
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
摂
政
か
つ
相
続
人

（reg
en
s et h

a
eres

）
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
実
際
ヘ
ン
リ
は
そ
の
よ
う
な
名
で
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、

シ
ャ
ル
ル
の
死
後
は
、
国
王
ヘ
ン
リ
自
身
、
ま
た
彼
の
直
系
卑
属
た

る
男
子
相
続
人
は
す
べ
て
永
遠
に
、
法
的
に
も
事
実
上
も
直
ち
に
現

実
に
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
王
で
あ
る
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
、
国
王
ヘ
ン
リ
は
そ
の
後
、
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
あ

ら
ゆ
る
文
書
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
王
国

の
相
続
人
か
つ
摂
政
と
だ
け
称
し
、
ま
た
称
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る７

）。

同
様
に
、
彼
〔
ヘ
ン
リ
五
世
〕
の
死
後
、
前
述
の
彼
の
息
子
ヘ
ン

リ
〔
六
世
〕
は
、
そ
の
祖
父
す
な
わ
ち
彼
の
母
で
あ
る
前
述
の
カ
ト

リ
ー
ヌ
の
父
で
あ
っ
た
前
述
の
シ
ャ
ル
ル
〔
六
世
〕
王
の
全
生
涯
に

わ
た
っ
て
、〔
自
ら
が
〕
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
相
続
人
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
し
た
。
そ
し
て
、
シ
ャ
ル
ル
〔
六
世
〕
の
死
後
、
ヘ
ン
リ
六
世

は
前
述
の
権
原
に
よ
り
、
全
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
す
べ
て
の
君
公
、
領

主
、
貴
顕
、
共
同
体
の
大
半
の
同
意
と
合
意
に
基
づ
い
て
、
パ
リ
に

お
い
て
平
和
裡
に
フ
ラ
ン
ス
王
と
し
て
塗
油
さ
れ
、
戴
冠
し
た
の
で

あ
る８

）。
さ
ら
に
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
王
国
の
権
利
が
女
子
に
承
継
さ
れ
た９

）

と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ペ
イ
ン
〔
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
〕
王
国
は
女
子
の

権
原
に
よ
っ
て
は
る
か
以
前
に
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
お
よ
び
ヨ
ー
ク
公

の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
こ
れ
ら
二

人
の
公
は
ス
ペ
イ
ン
王
の
二
人
の
娘
と
婚
姻
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
は
決
し
て
彼
ら
二
人
あ
る
い
は
彼
ら
の
う

ち
の
一
方
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
前
述
の

娘
達
の
父
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
王
ペ
ド
ロ
〔
一
世
〕
の
死
後
、
そ
の
王

国
の
貴
顕
達
と
民
は
こ
の
王
ペ
ド
ロ
〔
一
世
〕
の
兄
弟
で
あ
っ
た
エ

ン
リ
ケ
〔
二
世
〕
｜
｜
彼
は
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
が
、
教
皇
に

よ
っ
て
準
正
さ
れ
て
い
た
｜
｜
を
自
分
達
の
王
と
し
て
立
て
た
の

で
あ
る10

）。

ま
た
、
聖
書
の
記
述
か
ら
は
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
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は
、
す
な
わ
ち
、
神
は
「
お
前
は
男
の
権
力
下
に
置
か
れ
、
彼
は
お

前
を
支
配
す
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て11

）、
最
初
の
女
〔
エ
バ
〕

の
犯
し
た
罪
（tra

n
sg
ressu

m

）
の
故
に
、
男
に
対
す
る
至
上
の

権
力
を
女
に
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
王
国
、
と

り
わ
け
世
俗
的
事
柄
に
お
い
て
地
上
で
い
か
な
る
上
位
の
も
の
も
持

た
な
い
よ
う
な
王
国
の
統
治
を
相
続
の
権
原
に
基
づ
い
て
女
子
に
与

え
る
法
あ
る
い
は
慣
習
は
、
法
あ
る
い
は
慣
習
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
腐
敗
（co

rru
p
tela

）
と
正
当
に
も
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
は
、
王
の
職
務
そ
れ
自
体
に

よ
っ
て
、
女
子
の
本
性
と
両
立
し
な
い
多
く
の
こ
と
が
義
務
と
し
て

か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
女
王
に
は
注
が
れ
て
い
な
い
あ
る
こ
と
が
、
特
別
の
恩
寵
に

よ
っ
て
天
か
ら
（co

elitu
s

）
注
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
王
は
教
会
の
権
威
に
よ
っ
て
混
成
の
人
格
（p

erso
n
a

 
m
ix
ta

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め12

）、
司
教
座
が
空
位
に
な

る
と
、
空
位
に
な
っ
た
司
教
座
聖
堂
教
会
の
そ
の
間
に
空
と
な
っ
た

す
べ
て
の
参
事
会
聖
職
録
（p

reb
en
d
u
s

）
を
自
ら
が
望
む
者
に
授

与
す
る
。
そ
し
て
、
国
王
令
状
に
よ
っ
て
、
聖
職
叙
任
（co

lla
tio

）

を
行
な
う
。
す
な
わ
ち
、
国
王
令
状
に
よ
っ
て
当
該
参
事
会
聖
職
録

保
有
者
（p

reb
en
d
a
riu
s

）
は
法
的
に
十
分
な
形
で
参
事
会
聖
職
録

を
授
与
さ
れ
、
こ
の
国
王
令
状
の
効
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
司
教
座
聖

堂
教
会
に
お
い
て
参
事
会
員
（ca

n
o
n
icu
s

）
と
し
て
編
入
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
示
し
う
る
他
の
多
く
の
例

に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
こ
の
よ
う
に
し
て
司
教
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る13

）。
そ
の
よ
う
な
権
力
は
女
子
に
は
相
応
し

く
な
く
、
ま
た
か
つ
て
女
子
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

加
え
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
、
自
ら
に
よ
る
塗
油
自
体
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
な
天
か
ら
注
が
れ
た
恩
寵
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
塗
油
さ
れ
た
手14

）を
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
に

王
の
病
（R

eg
iu
s m

o
rb
u
s

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
あ
る
種
の
病
に

冒
さ
れ
た
者
｜
｜
そ
の
者
達
は
そ
れ
以
外
の
方
法
で
は
治
療
不
可

能
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
｜
｜
を
清
め
、
か
つ
治
療
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
同
様
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
聖
な
る
塗
油
さ
れ
た
手

に
よ
っ
て
｜
｜
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
が
毎
年
な
す
の
が
習
わ
し
で
あ

る
よ
う
に
｜
｜
聖
金
曜
日
の
ミ
サ
典
礼
の
間
に
、
敬
虔
に
触
れ
ら

れ
、
か
つ
捧
げ
ら
れ
た
金
貨
と
銀
貨
は
、
痙
攣
患
者
（sp

a
s-

m
a
ticu

s

）
と
癲
癇
患
者
（ca

d
u
cu
s

）
を
治
す
。
そ
れ
は
、
病
人

の
指
が
差
し
出
さ
れ
る15

）時
に
、
こ
の
金
貨
な
い
し
銀
貨
か
ら
造
ら
れ

た
指
輪
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
多
く
の
場
所
で
頻
繁
に
経
験
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る16

）。
こ
の
よ
う
な
恩
寵
は
女
王
達
に
は
与
え
ら
れ
て

い
な
い
。
何
故
な
ら
女
王
達
は
手
に
塗
油
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
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さ
ら
に
、
女
王
は
王
と
比
べ
て
、
頭
の
よ
り
下
の
場
所
に
塗
油
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
女
王
に
は
よ
り
高
位
の
者
〔
王
〕
が
い
る
こ
と
の

証
と
し
て
で
あ
る
。
ま
た
王
と
は
異
な
っ
て
、
腕
に
は
塗
油
さ
れ
な

い
。
と
言
う
の
は
、
女
王
は
実
力
に
よ
る
権
力
を17

）行
使
す
べ
き
で
は

な
く
、
ま
た
王
が
な
す
よ
う
に
、
剣
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
使
徒
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
女
が
自
ら
男
の
職
務
に
加
わ
る
こ
と
は
自
然
の
条
理
に

反
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る18

）。
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
女
王
が
、
無
思
慮
な
愛
情
か
ら
、

卑
し
い
身
分
の
者
あ
る
い
は
凡
庸
な
家
系
の
出
の
者
を
夫
に
選
び
、

そ
の
子
ど
も
が
そ
の
後
王
の
座
を
占
め
、
王
の
名
と
家
系
に
属
す
る

高
貴
な
人
々
が
存
命
で
あ
る
の
に
、
王
国
の
笏
を
担
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
聞
く
に
は
な
は
だ
し
く
悲
し
い
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
見
る
に
さ
ら
に
全
く
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て19

）、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
け
れ

ば
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い20

）。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
い
ず
れ
か
の
王
国

で
、
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
王
の
家
系
か
ら
出
た
男

子
が
存
在
し
て
い
る
時
に
、
女
子
が
、
血
縁
に
お
い
て
い
か
に
近
い

と
い
え
ど
も
、
王
国
の
王
冠
を
受
け
取
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
自
ら

の
権
原
に
お
い
て
自
ら
の
相
続
人
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
次
の
こ
と
は
都
合
の
良
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

男
子
の
直
系
卑
属
が
途
絶
え
た
時
に
、
王
の
家
系
に
お
い
て
直
近
の

女
子
の
息
子
｜
｜
そ
の
者
は
高
貴
な
父
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
中
庸
さ
に
お
い
て
名
誉
に
相
応
し
い
者
で
あ
る
｜
｜
が
王
国
の

貴
族
と
庶
民
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
生
じ
た
時
に
は
、
王

の
血
か
ら
よ
り
遠
い
他
の
す
べ
て
の
者
よ
り
先
に
、
王
の
高
み
に
登

ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る21

）。

１
）

著
作
集
版
で
は
あ
た
か
も
判
読
不
能
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る

が
、
写
本
に
はin

u
n
g
i

と
書
か
れ
て
い
る
。

２
）

一
三
一
六
年
に
ル
イ
一
〇
世
が
死
去
し
た
後
、
そ
の
息
子
ジ
ャ

ン
一
世
が
即
位
し
た
が
、
彼
に
は
ジ
ャ
ン
ヌ
と
い
う
姉
が
お
り
、
彼

女
は
ナ
ヴ
ァ
ル
王
国
の
王
妃
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

３
）

著
作
集
版
のliq

u
id
e

は
、
写
本
で
はliq

u
id
o

で
あ
る
。

４
）

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
年
代
記
」
が
何
を
指
す
か
は
不
詳

で
あ
る
。

５
）

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
フ
ラ
ン
ス
王
位
継
承
権
の
主
張
は
、
遡
っ

て
ヘ
ン
リ
四
世
の
祖
父
で
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
が
母
親
イ
ザ
ベ

ル
を
通
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
孫
に
あ
た
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て

い
た
。

６
）

著
作
集
版
で
はlites q

u
estio

n
esq

u
e d

iv
ersa

e

…in
d
iscu

s-

sa
e

と
な
っ
て
い
る
が
、
写
本
で
はlitis q

u
estio

n
isq
u
e d

iv
ersa

…in
d
iscu

ssa

で
あ
る
。
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７
）

一
四
二
〇
年
の
ト
ロ
ワ
条
約
に
結
実
す
る
ヘ
ン
リ
五
世
の
対
フ

ラ
ン
ス
政
策
に
つ
い
て
は
、
城
戸
毅
『
百
年
戦
争
｜
｜
中
世
末
期

の
英
仏
関
係
｜
｜
』

刀
水
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
三
〇
頁
以
下
、

参
照
。

８
）

一
四
三
一
年
一
二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
（H

a
rris,

G
.,

S
h
apin

g th
e N

ation
:
E
n
glan

d
 
1
3
6
0
1
4
6
1
,
2005,

p
.659

）。

９
）

写
本
で
はd

iscen
d
eren

t

で
あ
る
が
、
著
作
集
版
同
様d
es-

cen
d
eren

t

と
読
ん
で
お
く
。

10
）

一
三
六
九
年
に
ペ
ド
ロ
一
世
が
死
去
し
た
後
、
そ
の
父
ア
ル

フ
ォ
ン
ソ
一
一
世
の
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
エ
ン
リ
ケ
二
世
が
即
位
し

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

11
）
『
創
世
記
』
三
、
一
六
。
な
お
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る

『
創
世
記
』
の
当
該
個
所
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
訳
『
自
然
法
論
』、

三
〇
八
頁
、
お
よ
び
前
掲
拙
稿
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
弁
解
」、

二

三
頁
を
比
較
参
照
。

12
）

国
王
の
有
す
る
「
混
成
の
人
格
」
を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
に
つ

い
て
は
、
小
林
公
訳
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
『
王

の
二
つ
の
身
体
｜
｜
中
世
政
治
神
学
研
究
｜
｜
』

平
凡
社
、
一
九

九
二
年
）、
七
四
頁
以
下
、
参
照
。

13
）

聖
堂
参
事
会
に
対
す
る
国
王
の
人
事
権
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
の
記
述
に
は
誇
張
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
王
が
最

大
の
保
護
権
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
保
護
権
を
独
占
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
東
出
功
『
中
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
家
と
教
会
』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
五
二
頁
以
下
、
参

照
。

14
）

著
作
集
版
のm

a
n
u
u
m
 
su
o
ru
m
 
u
n
cta

ru
m

は
、
写
本
で
は

m
a
n
u
u
m
 
su
a
ru
m
 
u
n
cta

ru
m

で
あ
り
、
転
写
ミ
ス
で
あ
る
。

15
）

写
本
で
はd

ig
itis h

o
m
in
u
m
 
m
o
rb
id
o
ru
m
 
im
p
o
sito

s

で

あ
る
が
、
著
作
集
版
同
様d

ig
itis

 
h
o
m
in
u
m
 
m
o
rb
id
o
ru
m

 
im
p
o
sitis

と
読
ん
で
お
く
。

16
）

王
の
奇
跡
」、
と
り
わ
け
「
瘰
癧
さ
わ
り
」
に
つ
い
て
は
、
マ

ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
著
、
井
上
泰
男
・
渡
邊
昌
美
訳
『
王
の
奇
跡
｜
｜

王
権
の
超
自
然
的
性
格
に
関
す
る
研
究
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
｜
｜
』

刀
水
書
房
、
一
九
九
八
年
）
の
優
れ
た
研
究
を

参
照
。
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

記
述
の
参
照
も
指
示
し
て
い
る
（
同
訳
書
、
一
一
七

一
一
八
頁
）。

ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
財
政
史
料
中
に
登
場
す
る
「
治
癒
の
指

輪
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
四
九
八

五
〇
二
頁
、
参
照
。

17
）

著
作
集
版
で
は
「
自
由
意
思
に
基
づ
く
権
力
」

v
o
lu
n
ta
ria
m

 
p
o
testa

tem

）
と
な
っ
て
い
る
が
、
写
本
で
は
「
実
力
に
よ
る
権

力
」

v
io
len
ta
m
 
p
o
testa

tem

）
で
あ
る
。

18
）
『
自
然
法
論
』
第
二
部
第
八
章
（
拙
訳
、
一
八
九
頁
）、
同
二
三

章
（
拙
訳
、
二
三
八

二
三
九
頁
）、
参
照
。

19
）

著
作
集
版
のQ

u
a
d
ro
b
rem

は
誤
記
で
あ
ろ
う
。
写
本
で
は

Q
u
a
m
o
b
rem

で
あ
る
。

20
）

著
作
集
版
のv

isa
m
 
a
u
t a

u
d
ita
m
 
est q

u
o
d

は
、v

isu
m

 
a
u
t a
u
d
itu
m
 
est q

u
o
d

の
転
写
ミ
ス
で
あ
る
。

21
）

写
本
で
は
、
こ
の
後
に
「
同
所
」

ib

）
と
書
か
れ
て
い
る
。
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前
二
節
の
末
尾
同
様
、

エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
権
原
に
対
す
る

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕」
の
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ
こ
こ
で
は
、
聖
な
る
教
会
法
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
第
三
の
回
答

が
続
く１

）。

国
王
ヘ
ン
リ
五
世
と
そ
の
後
は
現
在
存
命
中
で
あ
る
彼
の
息
子
た

る
国
王
ヘ
ン
リ
六
世
が
、
順
次
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
王
と
し
て
塗

油
さ
れ
戴
冠
し
、
六
三
年
間
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
、
全
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
王
国
の
共
通
の
合
意
と
同
意
に
よ
っ
て
、
平
和
裡
に
、
か

つ
い
か
な
る
異
議
も
抗
議
も
な
し
に
、
善
意
で
（b

o
n
a
 
fid
e

）
統

治
を
お
こ
な
っ
て
き
た２

）。
こ
れ
程
の
期
間
が
こ
の
上
な
く
長
い
取
得

時
効
以
上
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
教
会

に
対
す
る
取
得
時
効
だ
け
は
例
外
で
あ
る
が３

）。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う

な
取
得
時
効
に
よ
る
権
原
は
、
教
会
法
上
所
有
権
を
獲
得
す
る
た
め

に
十
分
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
ヘ
ン
リ
六
世４

）は
教

会
法
上
〔
も
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
い
て
十
分
権
原
を
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な５

）る６
）。

１
）

欄
外
に
「
い
か
な
る
取
得
時
効
も
ロ
ー
マ
教
会
に
対
抗
し
て
は

存
在
し
な
い
」

N
u
lla
 
p
ra
escrip

tio
 
co
n
tra
 
R
o
m
a
n
a
m
 
E
c-

clesia
m

）
と
註
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
第
三
の

回
答
」
に
先
立
つ
「
第
一
の
回
答
」
お
よ
び
「
第
二
の
回
答
」
が
何

を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
本
作
品
が
抜
粋
な
い
し
断
片
で
あ
る
こ
と

も
あ
り
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
法
と
慣
習
」

上
述
Ⅰ
お
よ
び
Ⅱ
）、
よ
り
一
般
的
に
「
地
上
に
お

い
て
世
俗
的
事
柄
に
関
し
て
い
か
な
る
上
位
の
も
の
も
認
め
な
い
よ

う
な
王
国
」
の
法
（
上
述
Ⅲ
）
に
続
い
て
、
教
会
法
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ
い

て
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ヨ
ー
ク
家
の
主
張
す
る
権
原
に
対
す
る

第
三
の
反
論
と
し
て
、

神
法
と
教
会
法
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（T
h
e
 
W
orks

,
p
p
.501

502

）。

２
）

写
本
で
は
、

ヘ
ン
リ
五
世
」
の
個
所
は
、
一
旦
「
ヘ
ン
リ
四

世
」
と
書
か
れ
た
上
に
「
五
世
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
に
よ
る
「
六
三
年
間
以
上
」
と
い
う
数
字
は
、
ヘ

ン
リ
四
世
（
一
三
九
九

一
四
一
三
年
）、
ヘ
ン
リ
五
世
（
一
四
一
三

二
二
年
）、
ヘ
ン
リ
六
世
（
一
四
二
二

六
一
年
）
の
三
代
の
統
治

期
間
を
合
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

３
）

一
二
九
八
年
に
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
の
命
に
よ
っ
て

公
布
さ
れ
た
『
第
六
書
』

L
iber

 
S
extu

s

）
中
の
「
法
の
準
則
」

5,
12

）
に
は
「
悪
意
の
占
有
者
は
い
か
な
る
時
〔
の
経
過
〕
に

よ
っ
て
も
取
得
し
な
い
」

第
二
法
文
）、

最
初
か
ら
法
に
基
づ
い

て
存
在
す
る
の
で
な
い
も
の
は
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
な
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い
」

第
一
八
法
文
）
と
い
う
法
諺
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（F

ried
-

b
erg

,
A
.,
C
orpu

s Iu
ris C

an
on
ici,

P
a
rs S

ecu
n
d
a
,
1881,

S
.

1122

）。

４
）

著
作
集
版
で
は
「
ヘ
ン
リ
」
で
あ
る
が
、
写
本
に
は
「
ヘ
ン
リ

六
世
」

H
en
r 6

）
と
書
か
れ
て
い
る
。

５
）

こ
こ
で
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
論
旨
は
不
明
瞭
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
ヘ
ン
リ
六
世
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
教
会
法
を
引
き

合
い
に
出
そ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

善
意
の
占
有
」
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
れ
ば
十
分
な
は
ず
で
あ
り
（
前
註

３
）、
参
照
）、
ラ

ン
カ
ス
タ
ー
朝
の
統
治
が
長
期
（

六
三
年
間
以
上
」）
に
及
ん
で
い

た
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
は
な
い
。
逆
に
、
い
く
ら
長
期
に
及
ん
で

い
て
も
「
ロ
ー
マ
教
会
に
対
す
る
取
得
時
効
だ
け
は
例
外
で
あ
る
」

こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
会
法
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

の
主
張
を
「
補
強
」
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、

『
ヨ
ー
ク
家
の
権
原
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
論

理
と
な
っ
て
い
る
。
〔
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
に
よ
る
六
三
年
以
上
と
い

う
統
治
は
〕
教
会
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
最
長
の
取
得
時
効
を
超

え
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
権
原
が
ロ
ー
マ
教
会
〔
の
利
益
〕
に
反
し

て
存
在
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
取
得
時
効
は
別
で
あ
る
が
。
そ

し
て
〔
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
に
よ
る
〕
取
得
時
効
に
基
づ
く
権
原
は
教

会
法
に
お
け
る
確
実
か
つ
強
力
な
権
原
な
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の

ヘ
ン
リ
六
世
王
は
教
会
法
に
よ
っ
て
確
実
か
つ
強
力
に
権
原
を
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」

T
h
e
 
W
orks,

p
.501

）。
す
な
わ
ち
、

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
に
よ
る
長
期
の
統
治
は
教
会
の
利
益
を
損
ね
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
教
会
法
の
定
め
る
取
得
時
効
に
よ
っ
て
権
原
が

与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

６
）

写
本
で
は
、
こ
の
後
に
「
同
所
」

ib

）
と
書
か
れ
て
い
る
。

前
三
節
の
末
尾
同
様
、

エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
権
原
に
対
す
る

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
〔
の
作
品
〕」
の
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

Ⅴ
ヘ
ン
リ
五
世
の
死
後
、
そ
の
息
子
で
あ
り
相
続
人
で
あ
っ
た
、
こ

の
上
な
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
厚
い
ヘ
ン
リ
六
世
が
、
そ
の
両
親
の

衡
平
か
つ
正
当
な
権
原
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
冠
と
王

国
の
権
利
を
継
承
し
た
。
彼
は
、
幼
少
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず１

）、

異
議
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
の
喝
采
の
中
で
塗
油
さ

れ
、
戴
冠
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
王
と
な
っ
た
。
ま
た
、
彼
が

い
ま
だ
〔
母
親
の
〕
胸
の
中
で
あ
や
さ
れ
て
お
り
、
ま
だ
戴
冠
し
て

い
な
い
時
に
、
前
述
の
辺
境
伯
エ
ド
マ
ン
ド２

）は
、
彼
に
対
し
て
、
ヘ

ン
リ
五
世
の
相
続
人
で
あ
り
、
自
ら
の
国
王
か
つ
最
高
の
主
君
と
し

て
、
最
大
の
謙
虚
さ
を
も
っ
て
、
自
発
的
に
一
身
専
属
的
臣
従
礼

（lig
eu
m
 
h
o
m
a
g
iu
m

）
を
お
こ
な
っ
た
。
彼
は
、
考
え
う
る
限
り

迅
速
に
か
つ
歓
喜
の
中
で
、
急
い
で
こ
れ
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た３

）。
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し
か
し
、
そ
の
後
、
前
述
の
〔
辺
境
〕
伯
エ
ド
マ
ン
ド
が
直
系
卑

属
た
る
法
定
相
続
人
を
残
す
こ
と
な
く
こ
の
世
を
去
る
と
、
こ
の
エ

ド
マ
ン
ド
の
甥
｜
｜
す
な
わ
ち
、
彼
の
姉
妹
ア
ン
の
息
子
｜
｜
で

あ
っ
た
ヨ
ー
ク
公
リ
チ
ャ
ー
ド
｜
｜
彼
は
、
か
の
エ
ド
ワ
ー
ド

〔
四
世
〕
の
父
親
で
あ
る
｜
｜
が
、
そ
の
最
近
親
者
と
し
て
、
ヘ
ン

リ
六
世
の
大
法
官
府
（C

a
n
cella

ria

）
に
お
い
て
、
こ
の
役
所
の

や
り
方
に
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
〔
辺
境
〕
伯
領
の
占
有
が
、
エ
ド

マ
ン
ド
の
最
近
親
た
る
相
続
人
と
し
て
の
彼
に
、
自
ら
の
最
高
主
君

と
し
て
の
王
自
身
に
よ
っ
て
引
き
渡
さ
れ
る
よ
う
求
め
、
か
つ
そ
れ

を
取
得
し
た４

）。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
自
ら
の
国

王
か
つ
最
高
の
主
君
と
し
て
〔
ヘ
ン
リ
六
世
に
対
し
て
〕
一
身
専
属

的
臣
従
礼
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
紋
章
印
と

自
ら
の
署
名
を
付
し
た
歯
形
捺
印
証
書
（in

d
en
tu
ra

）
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
王
ヘ
ン
リ
六
世
に
対
し
て
｜
｜
す
で
に
長
い
間
自
ら
な
し

て

い

た

こ

と

で

あ

る

が

｜
｜

フ

ラ

ン

ス

総

督
（L

o
c
u
m

 
T
en
en
s

）
の
職
務
を
自
ら
忠
実
に
担
い
、
か
つ
果
た
す
こ
と
の
義

務
を
自
ら
に
課
し
た５

）。
こ
の
文
書
の
中
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
ヘ
ン
リ

〔
六
世
〕
を
、
自
ら
の
最
高
の
主
君
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
つ
フ
ラ
ン

ス
の
王
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
後
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
戻

る
と
、
そ
の
紋
章
印
と
自
ら
の
署
名
を
付
し
た
同
じ
よ
う
な
歯
形
捺

印
証
書
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
最
高
の
主
君
〔
ヘ
ン
リ
六
世
〕
に
対
し

て
｜
｜
王
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
リ
チ
ャ
ー
ド
を
呼
び
戻
す
ま

で
｜
｜
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
の
職
務
に
お
い
て
忠
実
に
奉
仕
す
る

べ
く
、
で
き
う
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
方
法
、
手
段
、
法
形
式
に
お
い

て
自
ら
を
拘
束
し
、
義
務
付
け
た６

）。
彼
は
ま
た
、
そ
の
文
書
に
お
い

て
、
常
に
公
言
し
て
い
た
よ
う
に
、
ヘ
ン
リ
六
世
王
の
こ
と
を
自
ら

の
最
高
の
主
君
、
か
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
と

呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
ヘ
ン
リ
〔
六
世
〕
王
が
自
ら
王
国
の
舵
取
り
に
関
わ
る

こ
と
が
で
き
な
い
程
、
病
に
苦
し
め
ら
れ
た
時７

）、
こ
の
ヨ
ー
ク
公
リ

チ
ャ
ー
ド
は
、
そ
の
紋
章
印
と
自
ら
の
署
名
を
付
し
た
文
書
に
お
い

て
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
同
王
を
、
自
ら
の
最
高
の
主
君
に

し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
と
呼
ん
で
い
る
。
ま

た
彼
は
、
王
が
病
に
臥
し
て
い
る
間
、
公
の
議
会
に
お
い
て
、
議
会

の
権
威
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
護
国
卿
（P

ro
tecto

r
 
et

 
D
efen

so
r A

n
g
lia
e

）
の
職
務
を
自
ら
の
も
の
と
し
た８

）。
そ
の
際
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
し
た
が
っ
て
、
王
国
の
全
身
体
（p

len
u
m

 
co
rp
u
s R

eg
n
i

）
は
当
該
議
会
に
お
い
て
代
表
さ
れ
て
い
た
。
記
録

に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
議
会
の
本
会
議
（p

len
a
 
cu
ria

 
P
a
r-

lia
m
en
ti

）
に
お
い
て
、
前
述
の
こ
の
上
な
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

厚
い
ヘ
ン
リ
六
世
王
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
か
つ
自
ら
の
最
高
の
主

（80-４- ）507 43

ジョン・フォーテスキュー著『ランカスター家の権利の弁護』(邦訳)（直江）



君
と
呼
ん
だ
。
し
か
も
、
こ
の
時
、
王
自
身
は
前
述
の
病
の
た
め
に
、

リ
チ
ャ
ー
ド
に
対
し
て
、
恐
怖
心
か
ら
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
強

い
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
同
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
準
秘
蹟
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
聖
な

る
身
体
（sa

cru
m
 
C
o
rp
u
s C

h
risti sa

cra
m
en
ta
liter v

isu
m

）

に
か
け
て
、
繰
り
返
し
つ
ぎ
の
よ
う
に
宣
誓
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自

分
は
自
ら
の
王
で
あ
る
ヘ
ン
リ
六
世
に
対
し
て
常
に
忠
実
な
臣
民
か

つ
一
身
専
属
的
家
臣
で
あ
り
、
自
分
の
で
き
う
る
限
り
〔
ヘ
ン
リ
六

世
を
〕
守
り
、
支
持
す
る
、
と
。
ま
た
、
全
力
を
も
っ
て
王
の
地
位

の
維
持
と
向
上
の
た
め
に
行
動
す
る
、
と
。
そ
し
て
、
以
上
の
宣
誓

の
証
と
し
て
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
を
受
け
取
っ
た
。
こ
の
宣
誓

に
よ
っ
て
、
彼
は
い
か
な
る
地
上
の
絆
が
な
し
う
る
よ
り
も
厳
し
く
、

ま
た
強
く
、
自
ら
の
身
体
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
魂
と
名
誉
を
義
務

付
け
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
息
子
で
あ
り
、
現
在
王
位
の
簒
奪
者

（R
eg
n
i u
su
rp
a
to
r

）
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
四
世
〕
も
ま
た
同
様

に
、
そ
の
時
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教
会
に
召
集
さ
れ
た
全

カ
ン
タ
ベ
リ
管
区
の
聖
職
者
の
面
前
で
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
十
字
架
に

か
け
て
厳
粛
に
次
の
よ
う
に
宣
誓
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
、
自

ら
の
最
高
の
主
君
で
あ
る
ヘ
ン
リ
六
世
王
に
常
に
敬
意
を
表
し
、
彼

を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
か
つ
自
ら
の
最
高
の
主
君
と
し
て
受
け
入
れ
、

自
ら
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
ら
の
王
た
る
彼
に
対
し
て
謙
虚
に
服

従
す
る
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
公
の
議
会
に
お
い
て
そ
の
宣
誓

を
反
復
し
、
か
つ
更
新
し
た
の
で
あ
る９

）。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
衡
平
の
光
に
よ
っ
て
思
考
す
る
人
々

に
は
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
今
や
簒
奪
者
で
あ

る
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
四
世
〕
の
先
祖
達
が
仮
に
最
初
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
王
冠
と
王
国
に
対
す
る
何
ら
か
の
権
利
｜
｜
彼
等
は
そ
の
よ

う
な
も
の
を
決
し
て
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
｜
｜
を

有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
印
章
と
署
名
に
よ
っ

て
強
化
さ
れ
た
約
束
と
確
認
に
よ
っ
て
、
ま
た
黙
示
的
か
つ
明
示
的

な
自
由
意
思
に
基
づ
く
放
棄
に
よ
っ
て
｜
｜
し
か
も
そ
れ
は
、
最

大
の
権
威
で
あ
る
議
会
と
聖
職
者
の
会
議
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い

る
｜
｜
、
さ
ら
に
は
自
発
的
に
な
さ
れ
た
厳
粛
な
宣
誓
に
よ
っ
て
、

彼
は
そ
の
よ
う
な
権
利
か
ら
完
全
か
つ
絶
対
的
に
引
き
離
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
四
世
〕
の
先
祖
達
が
｜
｜
実
際
に

は
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
｜
｜
仮
に
そ
の
よ
う
な
権
利

を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
自
身
の
な
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
主
張
す
る
あ
ら
ゆ
る
道
は
彼
等
に
と
っ

て
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
当
該
の
権
利
は
法
的
に
無
効
と
さ
れ
消
滅
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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資 料



１
）

ヘ
ン
リ
六
世
は
一
四
二
二
年
九
月
一
日
に
即
位
し
た
時
、
九
ケ

月
に
も
達
し
て
い
な
か
っ
た
。

２
）

本
作
品
の
上
述
個
所
に
は
「
辺
境
伯
エ
ド
マ
ン
ド
」
は
登
場
し

て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
本
文
後
述
の
ア
ン
の
兄
弟
で
あ
る
ウ
ェ
ー
ル

ズ
辺
境
伯
エ
ド
マ
ン
ド
・
モ
ー
テ
ィ
マ
（
一
四
二
五
年
没
）
の
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（H

an
d
book of B

ritish C
h
ron

ology
,

ed
.
b
y E

.B
.F
ry
d
e et a

l.,
3

ed
.,
1986,

p
.471

）。

３
）

一
四
二
二
年
九
月
二
八
日
に
有
力
貴
族
達
が
集
ま
り
、
ヘ
ン
リ

六
世
に
対
し
て
臣
従
礼
と
誠
実
の
誓
い
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が

（Ja
co
b
,
E
.F
.,
T
h
e F

ifteen
th C

en
tu
ry:

1
3
9
9
1
4
8
5
,
1961,

p
.

211

）、
九
月
一
日
の
即
位
以
前
に
辺
境
伯
エ
ド
マ
ン
ド
が
臣
従
礼
を

お
こ
な
っ
た
と
い
う
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主
張
の
根
拠
は
確
認
で

き
な
い
。

４
）

リ
チ
ャ
ー
ド
は
一
四
三
〇
年
に
侍
従
武
官
長
（C

o
n
sta
b
le

）

に
叙
任
さ
れ
、
翌
年
に
は
ヘ
ン
リ
六
世
の
下
で
対
フ
ラ
ン
ス
戦
争
に

従
軍
し
、
一
四
三
二
年
に
モ
ー
テ
ィ
マ
家
の
莫
大
な
所
領
の
引
渡
を

議
会
で
承
認
さ
れ
て
い
る
（Ja

co
b
,
op.cit.,

p
.465

）。

５
）

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
一
四
三
六
年
二
月
に
フ
ラ
ン
ス
総
督
の
地
位

に
就
い
て
い
る
（ibid

.

）。

６
）

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
一
四
四
七

一
四
五
三
年
お
よ
び
一
四
五
四

一
四
六
〇
年
の
間
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
の
地
位
に
置
か
れ
た
が

（H
an
d
book of B

ritish C
h
ron

ology
,p
p
.163

164

）、
こ
れ
は
い

わ
ば
左
遷
で
あ
っ
た
。

７
）

ヘ
ン
リ
六
世
は
、
一
四
五
三
年
夏
か
ら
翌
年
末
に
か
け
て
精
神

に
異
常
を
来
し
て
い
た
。
青
山
吉
信
編
『
イ
ギ
リ
ス
史

一
｜
｜
先

史
〜
中
世
』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
四
三
二
頁
、
参
照
。

８
）

一
四
五
四
年
四
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
（H

a
rris,

G
.,
op.cit.,

p
.659

）。

９
）

一
四
六
〇
年
七
月
一
日
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教

会
に
お
い
て
ヘ
ン
リ
六
世
に
対
し
て
な
さ
れ
た
忠
誠
の
誓
い
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（op.cit.,

p
.641

）。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、

一
四
五
二
年
に
リ
チ
ャ
ー
ド
も
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教
会
に
お
い
て
ヘ

ン
リ
六
世
に
対
し
て
宣
誓
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（Ja

co
b
,
op.cit.,

p
.504

）。
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